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立地適正化計画都市計画マスタープラン

１．関連する計画や他部局の関係施策等の整理

２．都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出

３．まちづくりの方針（ターゲット）の検討

全体構想の検討 ４．目指すべき都市の骨格構造の検討

５．課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）の検討

６．誘導施設・誘導区域等の検討

８．防災指針の検討

７．誘導施策の検討

９．定量的な目標値等の検討

１０．施策の達成状況に関する評価方法の検討

１１．立地適正化計画素案の作成

地域別構想の検討

計画の推進施策の検討

都市計画マスタープラン改定案の作成

１２．パブリックコメント・公聴会・住民説明会等による住民意見の聴取

１３．市都市計画審議会の意見聴取

１４．立地適正化計画策定の周知期間

都市計画マスタープラン（改定）の公表

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

市民意向の把握
・市民アンケート
・ワークショップ

R6.3現在

H22策定 新規策定

有識者協議
関係機関協議
・国交省（局、事務所）
・県（本課、振興局）

庁内検討会
・関係各課
計４回

１５．立地適正化計画公表 ・運用開始

令
和
６
年
度

R6.8（予定）
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立地適正化計画策定状況 ①誘導区域の設定

• 立地適正化計画は、公共施設だけではなく、民間の施設も対象として居
住や都市機能の誘導によりコンパクトシティ推進を図る制度。

• 計画では、災害リスクや警戒避難体制の整備状況を考慮し、居住や都
市機能を誘導する区域を定め、緩やかに誘導を図る。

都市計画運用

指針上の

位置づけ

定められない区域等 本市における誘導区域設定方針

含まない区域 土砂災害特別警戒区域

含めない

災害リスクや

警戒避難態勢

の整備状況等

を勘案し、含

まない区域

土砂災害警戒区域

津波災害警戒区域

津波浸水（最大クラス）基準水

位2.0ｍ以上は、垂直避難が困

難であるため含めない

浸水想定区域

（洪水）

洪水浸水（想定最大規模）3.0

ｍ以上は、垂直避難が困難であ

るため含めない

家屋倒壊等氾濫想定区域は含め

ない

慎重に

判断する区域
工業系用途地域 工業地域は除外

誘導区域に含めない区域



立地適正化計画策定状況 ②防災指針の検討

• 防災指針は、居住や都市機能を誘導する上で必要な都市の防災に関す
る機能の確保を図るための指針

• 主に居住誘導する区域を対象に災害リスクを踏まえた課題を整理し、課
題解決に向けた具体的な取組を定める

防災施策とスケジュール（抜粋）立地適正化計画と流域治水プロジェクト

市街地では水災害を中心とした災害リスクが存在

特に近年は気候変動による激甚化・頻発化

関係機関が一体となって対策に取り組む必要

・流域治水プロジェクトの取組みを防災施策として

計画に位置づけ

・市以外の実施主体による対策の位置付けが可能

・流域治水プロジェクトの取組状況に合わせて、防災

施策の見直しを行うなど連携を図る


